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 手話通訳者・奉仕員養成講座 講義編 
１１月１日（日）１０：００～１６：００，今年の講義編はコロナウイルス禍のため，7会場（広島・東広島・福山・三次・呉・

三原・廿日市）でDVDを利用した学習に切り替えて，スタッフ含め 220名の参加で行いました。今回は三密を防ぐた

めに入門課程の受講生・手話通訳者・手話通訳士・ろう講師は受講を遠慮していただき，開講しました。 

各会場から「パワーポイントの字がほとんど見えない」「講師の声が小さいのでマイクで補助した」「換気のため，窓

を少し開けていたが，床から冷えて寒く感じる人もいて，窓は閉めて部屋のドアのみ開けた。消毒液を持参した」 

「去年と比べて人数が制限されていたため，運営がスムーズ

で参加者も講義を受けやすかったと思う」などの感想でした。   

奉仕員講義内容は「障害者の人権」「障害福祉の基礎」「ボ

ランティア活動」「聴覚障害者活動と聴覚障害者福祉制度」。

通訳者講義編内容は「障害者の人権」「身体障害者福祉概

論」「手話通訳の心構え」「手話通訳の理念と仕事Ⅰ」でした。

終了後も手話の学習を続けていただき，少しずつでも手話通

訳者が増えていくことを願っています。（芳川） 

 

【コロナに関するお知らせ】新型コロナウイルス感染症の検査・治療の連絡方法です。 

切り取って二つ折りにし，財布などに入れて，必要なときにご利用ください。 

いざというときのために，今から電話リレーサービスに登録することをお勧めします。 

 

 

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口について FAX専用ダイヤル 

    広島県健康福祉局障害者支援課   〘ＦＡＸ〙０８２-２２３-３６１１ 
なお，対応に日数を要することもありますので，ご了承ください。 

聴覚障害者の代わりに保健所などへ電話します。申し込みは下記まで。 

広島県聴覚障害者センター      〘ＦＡＸ〙０８２-２５４-００８７   

電話リレーサービス       〘メール〙tel-relay@hiro-chokaku.jp 
１．お住いの市町の保健所への相談…メール，FAX，スカイプで代わりに電話することができます。 

２．帰国者接触者外来で検査を受ける場合…この枠を切り取ってご利用いただけます。 

３．感染症指定医療機関等で治療を受ける場合…市町と連携するなどして遠隔手話通訳サービスを

利用することができます 

広島県聴覚障害者センター 

〒734-0007 広島市南区皆実町１丁目 6－29 

電話：０８２－２５４－００８５ 

FAX：０８２－２５４－００８７ 

メール：minami@hiro-chokaku.jp 

ホームページ：http:// hiro-chokaku.jp Hiroshima  Chosho  Center 

 

 

  

  

 

広島県聴覚障害者センターだより 
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